
別記様式第８号（第５条関係）

抽 出 案 件 説 明 書（随意契約）

入札執行課： 事業部 建設課

工事担当課： 事業部 建設課

整理番号 25

工事等名 令和６年度 下狛ポンプ場ガスタービンエンジン改修工事

工事等概要

下狛ポンプ場は木津川へ強制排水を行うポンプ施設であり、内水氾濫によ

る浸水被害を避けるため、常に良好な状態で維持管理を行う必要がある。

しかし、令和５年度に実施した管理運転の際に、排水ポンプを稼働させる

エンジンを構成する主要部品が破損したことから、令和６年度の出水期前に

主要部品の交換を行い本復旧を行うもの。

下狛ポンプ場１号排水ポンプ

ポンプ駆動用ガスタービンエンジン修繕（ガス発生器） １箇所

随意契約とした理由

【随意契約理由】

本工事の受注者は本エンジンの製造・設置業者であり、他業者では既設エ

ンジンに合わせた改造部品の調達や細部に渡る整備調整が困難であり、また

機器保守の責任の一貫性を保ちつつ、今後の異常発生時の迅速な復旧対応が

可能な唯一の業者であることから、随意契約により契約を締結したもの。

【根拠法令】

地方公営企業法施行令第２１条１４第１項第２号

契約経過

見積依頼 令和 6年 4月 8日 依頼者数 1者
見積徴取 令和 6年 4月 15日 見積者 1者
辞退 0者、失格 0者、無効 0者、見積書不着 0者
予定価格 円（税込）【非公表】

最低制限価格 設定なし

【業者選定理由】

随意契約理由と同じ

契約業者名 ヤンマーエネルギーシステム（株）大阪支社

契約金額 33,000,000円（税込） 落札率 %

案件④




